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マイクロソルダリング技術認定・検定試験における実装・組立基準 

（挿入実装編） 
 

平成 18 年 4月 1日 制定 

平成 18 年 8月 1日 改訂 

平成 21 年 4月 1日 改訂 
 
 

社団法人 日本溶接協会 マイクロソルダリング要員評価委員会 
 

 本基準は、社団法人 日本溶接協会が行っているマイクロソルダリング要員認証事業の一環である上級実
技試験或いは実技試験（以下、実技試験という。）の一種目である挿入実装実技試験に対応する基準である。

挿入実装実技試験を受験される方は、前以て本基準をご参照頂き、試験会場にご持参頂ければ幸いである。 
 

１．挿入実装プリント配線板の組立 

挿入実装部は以下の通り２つの実装形態により組み立てます。 

必ず、指定された部品は、接合部未ソルダがないように確認しながらソルダリングしてください。 

① アキシャルリード部品：抵抗器、温度ヒューズ、ダイオードはクリンチ実装。 

② ラジアルリード部品 ：セラミックコンデンサ、ＤＩＰはストレート実装。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）上級実技試験のＲ２は正規にソルダリングをした後、ランド４のみソルダを除去する。 

 

挿入実装プリント配線板組立図および部品表 

No. 記号 品名 規格 員数 実技試験 上級実技試験

1 PWB 挿入実装プリント配線板 MS TEST BOARD (0408) 1    

2 R1～R4 金属皮膜固定抵抗器 0.5W  ｱｷｼｬﾙﾘｰﾄﾞ形 4 R1,R3  R1,R2,R3 

3 R5～R6 金属皮膜固定抵抗器 0.25W  ｱｷｼｬﾙﾘｰﾄﾞ形 2 R5   

4 F1～F2 温度ヒューズ アキシャルリード形 2  F1 

5 D1,D2 ダイオード アキシャルリード形 2 D1  D1 

6 C1,C2 セラミックコンデンサ ラジアルリード形 2 C1  C1 

7 IC1 デュアルインライン IC 16 ﾋﾟﾝ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ DIP 2 IC1  IC1 

Ｍ
.Ｓ

 T
E

ST
  

B
O

A
R

D
 (０
４
０
８

) 

実技試験（６個） 

上級実技試験（７個）
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２．挿入部品実装成形基準 

項 名称 図示説明 内容説明 

１ リ
ー
ド
加
工
不
良 

 

対象部品リードの装着前予備ソル

ダ、曲げ加工等 

 

・指定された部品リードは、加工・実装前に予備ソル

ダリングする。 

 

・リードに切りきず、つぶれ（変形）等ないこと。 

 

２ 
部
品
相
違 

  

・指定の位置に指定の部品を実装する。 

 

 

３ 

極
性
逆 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・極性やインデックスのある部品は、指定の方向に実

装する。 

４ 

表
示
方
向
逆 

  

・品名表示のある部品は、表示が見えるように実装す

ること。 

 

・カラーコードおよび文字表示部品は、左から右、ま

たは下から上に読める表示方向に実装する。 

 

５ 

位
置
ず
れ
・
浮
き
・
傾
き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・アキシャル・リード部品は、特に指定のない限り、

プリント配線板へ水平に密着させて取り付け、部品

本体は取り付け穴間のほぼ中央位置に取り付ける

こと。（ａとａ’の差 1/2 以内） 
 

・部品本体は、プリント配線板から規定寸法（0.5mm）

以上浮き上がったり、傾いたりしていないこと。 

（DIP の浮き・傾きも上記に準ずる。） 

 

正

誤

正

誤  

ｶｿｰﾄﾞ(陰極)ﾏｰｸ 

インデックス

プリント配線板
ランドマーク  

下から上

正 誤

左から右

正

誤

２
V
２
５
０

V
～

１
３
３
℃

F２

２
V
２
５
０

V
～

１
３
３
℃

F
２

正 誤

下

上
正

誤

右左

２V２５０V～
１３３℃ F２

２V２５０V～
１３３℃F２

２
V
２
５
０

V
～

１
３
３
℃

F２
２

V
２
５
０

V
～

１
３
３
℃

F２

２
V
２
５
０

V
～

１
３
３
℃

F
２

２
V
２
５
０

V
～

１
３
３
℃

F
２

正 誤

下

上
正

誤

右左

２V２５０V～
１３３℃ F２
２V２５０V～
１３３℃ F２

２V２５０V～
１３３℃F２
２V２５０V～
１３３℃F２

 

ａ ａ'
（ ａ≒ ａ' ）

 

0.5mmMAX

 

0.5mmMAX0.5mmMAX

 

浮き 

傾き 

位置ずれ 
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項 名称 図示説明 内容説明 

６ 

 

リ
ー
ド
の
変
形 

  

・プリント配線板に実装した部品リードは、応力除去

のためプリント配線板面と平行に取り付られてい

ること。 

 

・リードの平行度許容範囲はリード径（Ｄ）以内。 

 

・上方から見た（平面図）部品の状態は、各取付穴を

結ぶ中心線上に取り付けられ、部品本体の傾きおよ

びリードの曲がりはリード径（Ｄ）以内とする。 

 

 

 

 

７ 

リ
ー
ド
曲
げ
半
径 

 

 

 

 

 

 

・部品本体・リード折り曲げ距離 

L ≧ D 且つ 0.8mm 以上であること。 

 

・部品リードの折り曲げ半径（R）基準 
リードの直径（D） 最小曲げ半径（R）

0.8mm 以下 （D）の１倍 

0.8 ～1.2mm （D）の 1.5 倍 

1.2mm 以上 （D）の２倍  

８ 

リ
ー
ド
成
形 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・部品の特性表示が上面になり確認できること。 

 

・指定部品のリードはおおよそ左図に示した寸法で､

ストレスリリーフを成形する。 

 

 

９ 
リ
ー
ド
の
は
み
出
し 

 

 

 

 

 

・部品リードのクリンチ部分はプリント配線板導体方

向に沿って向けること。 

 

・部品リードのクリンチ部分はプリント配線板導体幅

からはみださないこと。 

 

10 

リ
ー
ド
の
浮
き 

 

 

 

 

・リードの浮きは 0.5mm 以内とする。 

 

 

Ｄ

Ｄ以内

 

Ｄ

Ｄ以内

 

Ｄ

Ｄ以内

 

曲げ半径の始まり

L

D

R

曲げ半径の始まり

L

D

R

 

１
０
２

１
K

V

５～６mm

4～
5m

m

１
０
２

１
K

V

５～６mm

4～
5m

m

  

0 以下0 以下

 

0.5以下0.5以下
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項 名称 図示説明 内容説明 

11 

リ
ー
ド
突
き
出
し
長
さ 

 

【注】IEC 基準では・ストレート実装の部品リード切

断突き出し長さは 1.5ｍｍ以下であり、最低限はんだ

接合部が識別できること。となっているがこれを以下

のように補足する。 

 

・ストレート実装の部品リード突き出し長さは 0.8～

1.5mm とする。 

 

・DIP は切断せずに挿入実装され、突き出し長さは 2mm

以下を許容する。 

 

12 

リ
ー
ド
切
断
長
さ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・円形ランド（Ａ部）のリードは配線パターン方向に

折り曲げ、リード切断長さはＤ/2～Ｄの範囲内とす

る。（Ｄはランドの直径を示す） 

 

・楕円形ランド（Ｂ部）の２本のリードは互いのスル

ーホール方向に平行に折り曲げる、リード切断長さ

はＷ/2～Ｗの範囲内とする。（Ｗはランドの幅を示

す） 

13 
リ
ー
ド
切
断
形
状 

 

 

 

 

 

 

 

 

・クリンチした部品リードの先端切断角度は 45°を基
準とする。但し 45°～90゜の範囲内は許容する。
且つ、切り口は平らであること。 
 

14 
リ
ー
ド
折
り
曲
げ 

  
・指定の組立図と相違があってはならない。 

 

２ｍｍ以下２ｍｍ以下

 

平らに切断

90°

45°

平らに切断

90°

45°

 

 

Ｄ

Ｄ

Ｄ／２

Ｄ

Ｄ

Ｄ／２

 

B部 

（B部） （A部） 

Ａ部 

Ｗ

Ｗ／２

Ｗ

Ｗ

Ｗ／２

Ｗ  

クリンチ ストレート
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項 名称 図示説明 内容説明 

15 

損
傷 

 

 

「損傷限度」 

IEC 基準では断面積の 10％を越える切りきずや変形
がある場合はその部品は実装しない。また、リード線

のはんだ付け表面の母材金属の露出は 5％未満であれ
ば許容できることになっている。 
 

「損傷標準」 

・部品およびプリント配線板などに明かに信頼性に影

響がある損傷のなきこと。 

（例）部品の素地露出、断線に至るようなパターンき

ず、プリント配線板基材のヒビ・割れなど 

・部品のマーキングは劣化・消失させないこと。 

 

16 

洗
浄
不
良 

 

 
    

 

・プリント配線板の部品実装面とソルダリング面にフ

ラックス固形分や白い濁り、または他の汚染物質が

ないことなど、外観検査の妨げになるような洗浄不

良がないこと。 
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３．挿入実装ソルダリング部外観基準 

項 名称 図示説明 内容説明 

１ ソ
ル
ダ
量
過
剰
限
度 

（クリンチ実装）（ストレート実装）

 

 

・部品リードの線筋が想像できること。 

・フィレット面が直線までを良品限度とする。 

 

２ 
ソ
ル
ダ
量
標
準 

 ・クリンチ実装は部品リード上部からランド端まで半弓

状の凹面で滑らかなフィレットを形成している。 

 

・ストレート実装は部品リード直径分の高さからランド

端まで半弓状の凹面で滑らかなフィレットを形成し

ているものを標準とする。 

３ 

ソ
ル
ダ
量
不
足
限
度 

  

・クリンチ実装は部品リード径の 1/2 の高さを下限とし

てランド端まで滑らかなフィレットを形成している

ものを良品限度とする。 

 

 

・ストレート実装のソルダ量は、垂直充てん度合がソル

ダ面と部品面を合わせて 75%以上を良品限度とする。

４ 

フ
ロ
ー
ア
ッ
プ
不
良 

 

 

・めっきスルーホールのソルダ充てんは、孔の壁までぬ

れていること。 

・部品面のリードおよび内壁に対するぬれは 270°以上｡

・ソルダ垂直充てん度合は、ソルダ面と部品面をあわせ

て 75％以上を良品限度とする。 

・部品面のランドはんだぬれ面積比率 0%。 

    

 

５ 
フ
ロ
ー
ア
ッ
プ
標
準 

（部品面） 
 

 

・部品実装面から見てスルーホール壁面の全周がソルダ

で覆われていて且つ、ランド面に 0.1mm 以上ソルダの

ぬれ広がりが確認できる。 

 

・部品リードとスルーホールランドの間が全周にフィレ

ットが形成されている。  

 

 

 
100%

25%以下

90°以下

75%以上

270°
以上

100%

25%以下

90°以下

75%以上

270°
以上

 

直線まで良品直線まで良品
直線まで良品直線まで良品

半弓状の凹み半弓状の凹み 半弓状の凹み
リードの直径分

目安半弓状の凹み
リードの直径分

目安

 

リード径の50％以上

 

100%

75%以上

0.1mm以上フィレット
0.1mm以上フィレット

 

100%

25%以下

100%

25%以下
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項 名称     図示説明        内容説明 

６ 

ウ
イ
ッ
キ
ン
グ 

 ・部品リードの曲げ部分の内側（応力緩和部分）にソ

ルダが達して（ウイッキング）いないこと。 

 

ただし、次の場合は許容される 

1)ＩＣリードの曲げ内側部分にソルダリング接合部
から連続していない僅かなソルダ付着。 
（僅かなソルダ：メッキのふくれ程度） 

 
２)アキシャルリードの場合はソルダがリードの曲
げコーナを越えているがランド径以内である。 

７ 

ぬ
れ
不
良 

  

ランドに銅箔露出

切断面に銅露出

ランドに銅箔露出

切断面に銅露出  

  

 

 

【注】IEC 基準：  

・接合部のランドに銅箔が 25％以上露出していないこ

と。 

 

・接合部リードは切断面を含み 95％以上ソルダでぬれ

ていること。（接触角が 90°以上のぬれ不良が接合部

リードの 5％以下であれば許容される） 
 

・挿入した部品リードのはんだ面の周辺フィレットお

よびぬれは 330°以上あること。 

８ 

ぬ
れ
標
準 

 
ランド領域とソルダリング部全てが

対象 
 
 

 

・組立てソルダリング作業においてはリード切断面お

よびランドを含むすべての接合部をソルダで覆う

こと。また、十分なフィレットを形成すること。 

９ 

な
が
れ
過
ぎ 

  

正常

5mm以下

正常

5mm以下  

 

・接合部のソルダが配線パターンにランドの端から

5mm を越えていないこと。 

 

 

10 表
面
荒
れ
（
オ
ー
バ
ー
ヒ
ー
ト
） 

 
  

【注】IEC 基準では・はんだ付け表面にはんだがぬれ

広がり、ぬれおよび密着が十分であれば合格とする。

一般的にはんだの表面は滑らかであることと規定さ

れているが、ここでは以下の通りとする。 

 

・表面の荒れた接合（オーバーヒート）のないこと。

・鉛フリーソルダ合金による接合部の光沢は合金の特

性により異なるため特に定めない。（光沢のない表

面の出来栄えは許容される） 

 

不ぬれ30°以下

（リード周囲330°以上にフィレット）

不ぬれ30°以下

（リード周囲330°以上にフィレット）

 

ソルダがランド外径を

越えないこと

ウィッキング

ウィッキング

リード曲げ始まり

ウィッキング

DIP

AX部品
ソルダがランド外径を

越えないこと

ウィッキング

ウィッキング

リード曲げ始まり

ウィッキングウィッキング

リード曲げ始まり

ウィッキング

DIP

AX部品
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項 名称     図示説明        内容説明 

11 コ
ー
ル
ド
ジ
ョ
イ

ン
ト 

 

 
 
 
 
 
 

溶融ぬれ不足の例 

 

・溶融ぬれ不足（コールドジョイント）のないこと。

 

 

12 

基
板
の
加
熱
損
傷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ランドはく離の例 

 

・プリント配線板の不良で組立て品の機能に影響する

ミーズリング、パターンきず、膨れ、はく離、その

他があってはならない。 

 

 

 

 

13 
ソ
ル
ダ
ク
ラ
ッ
ク 

  

・接合部にソルダのクラック（われ・はく離）のない

こと。 

 

 

 

 

14 

ブ
リ
ッ
ジ 

 

 

 

 

・回路パターン間がソルダで短絡（ブリッジ）等の欠

陥がないこと。 

 

 

 

 

15 

ピ
ン
ホ
ー
ル 

 

 

 

・接合部にピンホール等の欠陥がないこと。 

 

 

 

 

 

16 

つ
ら
ら 

 

 

【注】IEC基準では先端が球状あるいは 0.5ｍｍ以下
の突起（つらら）で 250V 以下の交流または直流動作

回路上に発生したものは適合とする。また、最小電気

的安全設計間隔に違反するあらゆる突起は許されな

い。との規定があるが、ここでは以下の通りとする。

指定のプリント配線板組立ては 250V を超えて動作す

る。電気回路の安全を考慮した基準を設定：鋭い突起

（つらら）はないこと。 

 

 

 

われ はく離

 

ブリッジ

ブリッジ

 

つらら
つらら

 

ピンホール
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項 名称       図示説明        内容説明 

17 
異
物
混
入 

 

・挿入実装のソルダリング接合部す

べてに適用 

 

 

・組立て品は汚染物、糸くず、はんだくず、不純物等

ないこと。 

 

18 

ソ
ル
ダ
付
着 

  

・接合部以外の回路パターンにソルダの付着がないこ

と。 

 

 

19 

ソ
ル
ダ
ボ
ー
ル 

 

 

 

 

 

「ソルダボール限度」 

・ソルダボールは最小電気的安全設計間隔の 50％を超

える大きさであってはならない。さらに 600 平方ミ

リ当たり 5個以下とする。 

 

「ソルダボール標準」 

・ソルダボールのないこと。 

20 

そ
の
他
外
観
異
常
（
凹
凸
し
わ
な
ど
） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・追加ソルダと元のソルダのなじみ不足によるフィレ

ット面の凹凸のないこと。 

 

・フィレット面に不自然なしわがないこと。 

 

・リード予備ソルダ時に、こぶを作らないこと。 

 

 

IC1
28 29

36
ソルダ
ボール

飛散

 

しわ

凹凸

  

  ソルダ付着

ソルダ付着

IC1
28 29

36
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【 付 録 】  

１．実装・組立基準制定の経緯  

 社団法人 日本溶接協会では、マイクロソルダリング要員認証事業の一環として、判定能力試験、および
JIS Z 3851に基づいた上級実技試験／実技試験を行っております。これらの試験には、「マイクロソルダリ
ング技術認定・検定試験における品質判定基準」を使用していました。 
 平成18年４月１日には、新たにJIS Z 3851を補足する基準として、本「マイクロソルダリング技術認定・
検定試験における実装・組立基準」を制定しました。本実装・組立基準は、受験者が上級実技試験／実技

試験（はんだ付）を行う際の基準として、または受験者がはんだ付を行った試験材を判定するための基準

として使われています。これにより、平成18年４月１日に改訂した本品質判定基準は、判定能力試験用の
判定基準としてのみ、使用することとなりました。 
 なお、本実装・組立基準は、以下に述べるIEC 61191の翻訳JISであるJIS C 61191「プリント配線板実
装」のＣレベル(高性能電気製品)を対象とした基準を適用しています。 
 

①JIS C 61191-1 (IEC 61191-1) 通則－表面実装及び関連する実装技術を用いた電気機器及び

電子機器用はんだ付け実装要求事項 

②JIS C 61191-2 (IEC 61191-2) 部門規格－表面実装はんだ付け要求事項 

③JIS C 61191-3 (IEC 61191-3) 部門規格－挿入実装はんだ付け要求事項 

④JIS C 61191-4 (IEC 61191-4) 部門規格－端子実装はんだ付け要求事項 

 

★ JIS C 61191では、対象とする電気・電子機器を次の３つに分類している。 

レベルＡ：一般電気製品（民生用） ある種のコンピューターとコンプューター周辺機器及び主要

要件が完成品組立品の機能である応用に適するハードウエアー。 

レベルＢ：業務用電気製品（産業用）通信機器、高機能な業務用機器及び高性能かつ長寿命が必要

で、必須ではないが中断のないサービスが望まれる機器。一般的に最終製品使用環境は

障害を起こさないよう管理されている。 

レベルＣ：高性能電気製品（特殊用）連続した処理能力または要求時に即応した処理能力が必要で

あるすべての機器。生命維持ｼｽﾃﾑや危機管理システムのように、設備故障時間は許され

ず、製品使用環境は非常に苛酷であり、機器は必要な時に必ず機能しなければならない。 
 

２．要求基準の整合 

 JIS C 61191では、特に規定されない要求基準の取り扱いに対して、品質保証の立場から判断して別に基
準を定めて運用することになっています。従って、JIS C 61191に示されていない要求項目および基準は、
日本溶接協会マイクロソルダリング認証委員会が基準値を規定しています。 
 

３．基準の運用について 

 本実装・組立基準は、マイクロソルダリング技術認定・検定試験のために高信頼性品質の基本的基

準として採用したものであり、一般産業界では各々の会社で製品の品質保証レベルに適合した品質

基準を規定し運用する必要があります。 

 

 
 


